
社団法人日本補綴歯科学会
設立総会開催

大山喬史会長，川和忠治法人化担当委員長，鈴

木保典事務局長を中心に法人化に向けての作業の

詰めが行われており，平成17年2月12日に「設

立総会」が行われる．

法人化は右図の「公益法人設立手続きのフロー

チャート」に示す過程を経て，正式設立にいた

る．その進捗状況をお知らせする．

事務局は東京都豊島区の（財)口腔保健協会建

物の一部を使用することになった．

まず，①相談・申請に必要な法人化関連資料

（説明資料，補足説明，定款）は9月中旬に文科

省に提出した．次に，②学術研究助成課（以下担

当課という）と相談者とで資料内容の詰めが行わ

れ，さらに担当課と総務課で内容の詰めが行わ

れ，昨年12月中旬に設立目的，申請資料等に問

題がないとの回答が得られた．この回答を受け，

法人化の年度内設立を目指す大山会長の意向によ

り，次のステップとして，③【設立総会・発起人

会】が平成17年2月12日に東京医科歯科大学歯

学部「特別講堂」で開催される．この総会で承認

を得た後に，④【設立許可申請】と進む手順であ

る．なお設立総会の前に任意団体である【現日本

補綴歯科学会の解散】をする必要があり，【社団

法人日本補綴歯科学会】設立にかかわる理事会，

評議員会，総会の開催日と同日に行われる．

支部活動の充実へ向けて

平成16年10月16日（土)，横須賀芸術劇場楽

屋3において平成16年度第1回日本補綴歯科学
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相談・申出等 ①

↓

総務課にて担当課を判断する．

目的事業が明確な場合は，最初から

担当課が相談を受ける．

設立事前相談 ②

↓

担当課と相談者とで内容を詰める．

次に担当課と総務課とでさらに内容

を詰める．

特に問題がなければ設立総会・発起

人会を行い，設立許可の申請を行う．

設立総会又は
設立発起人会

③

↓

設立許可申請 ④

↓

省内審査
(民間法人連絡協議会)

↓

民間法人連絡協議会において審議

し，要検討課題がある場合には，改善

指導もしくは継続審査となる．

設立が認められた場合には，担当課

が起案・決裁手続き等を行う．

設立許可

↓

設立登記



会支部長会が行われ，学術大会

年1回化ワーキンググループか

ら提案された検討事項について

協議が行われた．

出席者は大山喬史会長，赤川

安正・野首孝祠副会長，平井敏

博・河野正司・冲本公繪・松村

英雄（早川 代理)・矢谷博

文（以上理事)，木村幸平・野村修一・松本敏

彦・森戸光彦・五十嵐順正・江藤隆徳・真鍋 顕

（中尾勝彦代理)・佐藤博信（以上支部長)，馬場

一美・越野 寿・鈴木哲也・津賀一弘（以上幹

事）で，司会進行は野首副会長が務められた．

支部学術大会の充実化についての協議に際し，

大山会長が今後本部と支部の役割分担が明確にな

ることが予測されるとし，支部活動指針として以

下の事項を述べられた．

①行政や歯科医師会の事業に支部が積極的に参

加してほしい旨，②その経費は本部予算を含めて

検討したい旨，③支部学会は地域住人や歯科医師

会員に目を向けた活動を充実させていただきたい

旨，④現在ある支部助成金等を有効活用して地域

に貢献できる活動を行っていただきたい旨．ま

た，⑤現状では次期支部活動費は1.4倍の増額予

定であるが，活動に応じて，さらなる増加の対応

を検討することも えられるとされた．

●主な検討事項

1. 支部学術大会の開催時期について，以下の

提案と検討がなされ確認された．

1) 年1回学術大会の開催時期（案）について

① 年1回の学術大会は5から7月初旬まで

の間に開催する．

② 総会は，学術大会時と12月頃の年2回

開催する．

③ 12月の総会で次年度の役員を公表する．

2) 支部学術大会の合同学術大会開催について

① 支部学術大会や生涯学習公開セミナーの

開催時期は，8月から翌年3月までの間で

数カ月の幅をもって各支部が決める．

② 支部間での合同学術大会も可能とする．

2. 支部学術大会の充実化についての説明がな

された．

1) 支部学術大会のあり方

① 法人化のもと本部との連携はより密接に

なるが，支部の独自性は確保する．

② 支部の実情や地区歯科医師会の要望など

を十分に配慮する．

③ 近隣の支部の合同活動などをすすめる．

④ 支部における公益性を活用する．

⑤ 2日間開催への移行が不可欠となる．

2) 生涯学習公開セミナー・市民公開フォーラ

ム・認定研修・認定医申請プレゼンテー

ションなどの積極的な開催へ

3) 支部助成金の増額などの経済的問題につい

て

① 支部の会計について，支部への助成は

「渡しきり」とする．

② 現在の支部の会計を本部会計に組み入れ

ない．

③ 資料代として実費徴収する方法も えら

れる（支部当日会費)．

④ 支部会は地域との密着を 慮し，無料化

への検討を行う．

4) 会員の増加

最後に野首副会長から，本部の学術大会の年

1回に伴って発信できる情報量は半減するの

で，支部活動の充実を推進して，社会に対する

説明責任を果たしたいとの発言がなされた．

科学研究費補助金（基盤研究等）の
審査委員選 方法の変更

研究活動を左右する科学研究費は研究者にとっ
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野首副会長


